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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

第
四
章

厚
生
労
働
省
関
係

（
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第

目
次
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
、
「
第
三
章

職
業
安
定
機
関
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
」
を

第

二
章
の
二

地
方
公
共
団
体
の
行
う
職
業
紹
介
（
第
二
十
九
条
―
第
二
十
九
条
の
九
）

に
、
「
第
三
十
三
条
の
五
」
を
「

三
章

職
業
安
定
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介

」

第
三
十
三
条
の
四
」
に
、
「
第
三
十
三
条
の
六
」
を
「
第
三
十
三
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
七
項
中
「
、
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の

三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
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行
う
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。

第
五
条
第
四
号
中
「
の
者
」
の
下
に
「
（
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
に
お

け
る
特
定
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
職
業
紹
介
事
業
者
等
」
を
「
特
定
地
方
公
共
団
体
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
」
の
下
に

「
特
定
地
方
公
共
団
体
、
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
」
を
「
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
特
定
地
方
公
共
団
体
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
五
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
特
定
地
方
公
共
団
体
」
を
加
え
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め

る
。第

五
条
の
六
第
一
項
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
特
定
地
方
公
共
団
体
」
を
加
え
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
特
定
地
方
公
共
団
体
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
七
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
特
定
地
方
公
共
団
体
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
を
削
る
。
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第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
章
の
二

地
方
公
共
団
体
の
行
う
職
業
紹
介

（
地
方
公
共
団
体
の
行
う
職
業
紹
介
）

第
二
十
九
条

地
方
公
共
団
体
は
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
旨
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
取
扱
職
種
の
範
囲
等
（
そ
の
職
業
紹
介
事
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
職
種
の
範
囲
そ
の
他
業
務

の
範
囲
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
定
地
方
公
共
団
体
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
取
扱
職
種
の
範
囲
等
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
の
五
及
び

第
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
は
、
そ
の
範
囲
内
に
限
り
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
の
廃
止
）

第
二
十
九
条
の
二

特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
厚
生

労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
名
義
貸
し
の
禁
止
）

第
二
十
九
条
の
三

特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
自
己
の
名
義
を
も
つ
て
、
他
人
に
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

（
取
扱
職
種
の
範
囲
等
の
明
示
等
）

第
二
十
九
条
の
四

特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
取
扱
職
種
の
範
囲
等
、
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
無
料
の
職
業
紹

介
事
業
の
業
務
の
内
容
に
関
し
あ
ら
か
じ
め
求
人
者
及
び
求
職
者
に
対
し
て
知
ら
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
求
人
者
及
び
求
職
者
に
対
し
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
情
報
提
供
）

第
二
十
九
条
の
五

公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
定
地
方
公
共
団
体
が
求
人
又
は
求
職
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
希
望
す
る
と

き
は
、
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
求
人
又
は
求
職
に
関
す
る
情
報
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を

電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
そ
の

他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
援
助
）
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第
二
十
九
条
の
六

公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
定
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
雇
用
情
報
、
職
業
に
関
す
る
調
査
研
究
の
成

果
等
の
提
供
そ
の
他
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
二
十
九
条
の
七

特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
運
営
に
当
た
つ
て
は
、
職
業
安
定
機
関
と
の
連
携

の
下
に
、
そ
の
改
善
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
九
条
の
八

第
二
十
条
の
規
定
は
、
特
定
地
方
公
共
団
体
が
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
公
共
職
業
安
定
所
は
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
旨
を
特
定
地
方
公
共
団
体
に
通
報
す
る
も

の
と
し
、
当
該
通
報
を
受
け
た
特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
施
行
規
定
）

第
二
十
九
条
の
九

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
地
方
公
共
団
体
の
行
う
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

職
業
安
定
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介

第
三
十
二
条
の
十
二
第
一
項
中
「
そ
の
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
職
種
の
範
囲
そ
の
他
業
務
の
範
囲
（

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
取
扱
職
種
の
範
囲
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
取
扱
職
種
の
範
囲
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
職
業
安
定
機
関
」
の
下
に
「
及
び
特
定
地
方
公
共
団
体
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
三
十
三
条
の
四

ま
で
」
を
「
及
び
第
三
十
三
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十
二
条
の
十
六
ま
で
」
を
「
前
条
ま
で
」
に
、
「

第
三
十
二
条
の
十
六
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
四
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
五
中
「
、
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
三
条
の
四
と
す
る
。

第
三
章
第
三
節
中
第
三
十
三
条
の
六
を
第
三
十
三
条
の
五
と
し
、
第
三
十
三
条
の
七
を
第
三
十
三
条
の
六
と
す
る
。

第
四
十
六
条
中
「
第
三
十
三
条
の
五
」
を
「
第
三
十
三
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
中
「
第
三
十
三
条
の
六
」
を
「
第
三
十
三
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
職
業
紹
介
事
業
者
、
」
を
「
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
」
に
、
「
当
該
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職
業
紹
介
事
業
者
」
を
「
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
労
働
者
の
募
集
又
は
」
を
「
を
行
う
者
（
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無

料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
特
定
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
又
は
労
働
者
の
募
集
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
二
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
特
定
地
方
公
共
団
体
、
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
、
第
三
十
三

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
無
料
職
業
紹
介

事
業
者
等
」
を
「
特
定
地
方
公
共
団
体
等
」
に
改
め
る
。

（
雇
用
対
策
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
七
章

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
等
（
第
三

目
次
中
「
第
七
章

雑
則
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
八
条
）
」
を

第
八
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
―
第
四
十
条
）

十
一
条
・
第
三
十
二
条
）

に
改
め
る
。

」
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第
二
条
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
地
方
公
共
団
体
」
を
加
え
、

「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
七
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
章

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
等

第
三
十
一
条
中
「
施
策
が
」
を
「
施
策
に
つ
い
て
、
相
互
の
連
携
協
力
の
確
保
に
関
す
る
協
定
の
締
結
、
同
一
の
施
設
に

お
け
る
一
体
的
な
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め

、
同
項
第
四
号
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
罰
則
）

第
三
十
九
条

第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
六
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
及
び
章
名
を
加
え
る
。
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（
要
請
）

第
三
十
二
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
、
多
数
の
離
職
者
が
発
生
し
、
又
は
そ

の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
労
働
者
の
職
業
の
安
定
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大

臣
に
対
し
、
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
関
し
必
要
な
措
置
の
実
施
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
措
置
要
請
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
労
働

者
の
職
業
の
安
定
に
関
し
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該
措
置
要
請
に
係
る
措
置
を
実
施
す
る
必
要

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
遅
滞
な
く
、
当
該
措
置
要
請
を
し
た
地
方
公
共
団
体
の
長
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
措
置
要
請
に
係
る
措
置
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
事
案
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。
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第
八
章

雑
則
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